
令和7 年8 月1 日 
（一社）日本電設工業協会 事務局 

各位 
令和7年7月31日、国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課よりメールにて下記の情報がありましたので 
お知らせいたします。 

記 

改正建設業法「労務費の基準」説明会について

（周知依頼文より抜粋） 

建設業ご関係の団体様 各位 
（BCCにて送付しております） 

平素よりお世話になっております。国土交通省建設振興課です。 

本年12月に改正建設業法が全面施行となるにあたり、国土交通省から説明会を開催いたします。 
説明会の形式は対面・オンライン併用でございます。事前申込制となりますので、周知のためにご連絡させていた
だきます。 

各団体様におかれましては、詳細について、添付ファイルや本メール末尾のプレスリリースのURLをご参照いた
だき、お申込みいただきますようお願い申し上げます。 
なお、適宜団体内の企業等に展開いただければ幸いです。 

ご多忙のところとは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

プレスリリースのURL： 
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00304.html 
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国土交通省 不動産・建設経済局建設振興課 
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